
建築基準法第 43条第２項第２号許可取扱要綱 

   

制定実施 平成 11年５月１日 

 最近改正 令和７年４月１日 

１．目的 

この要綱は、建築基準法（以下「法」という。）第 43条第２項第２号の規定による許可

において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの判

断について必要な事項を定め、もって適正な法の運用をはかることを目的とする。 

 

２．許可基準 

（用語の定義） 

第１条 この基準において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 公共用空地 建築基準法施行規則（以下「規則」という。）第 10条の３第４項第

１号に規定する公園、緑地、広場等広い空地をいう。 

⑵ 公共用通路 規則第 10 条の３第４項第２号に規定する農道その他これに類する

公共の用に供する道（幅員４ｍ以上のものに限る。）をいう。 

⑶ その他通路 規則第 10 条の３第４項第３号に規定する避難及び通行の安全等の

目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものをいう。 

 

（適用の範囲） 

第２条 この基準は、公共用空地、公共用通路及びその他通路(以下｢空地等｣という｡)に

接する敷地における建築物について適用する｡ 

 

（敷地と空地等との関係） 

第３条 建築物の敷地は、空地等に２ｍ以上接しなければならない。 

 

（空地等の要件） 

第４条 公共用空地は、公共の用に供するものであって、安定的、日常的に利用可能な

状況でなければならない。 

２ 公共用通路及びその他通路（以下「通路等」という。）は、次の各号に定めるところ

によらなければならない。ただし、公共用通路については第２号の規定は適用しない。 

⑴ 幅員は 1.8ｍ以上であること。また、大阪府建築基準法施行条例第６条の規定が

適用される建築物については幅員３ｍ以上、同条例第 66 条の規定が適用される建

築物については幅員４ｍ以上であること。 

⑵ おおむね 20年以上一般の通行の用に供されてきたものであること。ただし、火災

等により建築物を建替える場合にあってはこの限りでない。 

⑶ 現に一般の通行の用に供されていること。 



⑷ 側溝、縁石、塀等により、通路境界が明確であること。 

⑸ 両端が法第 42条に規定する道路に接続したものであること。ただし、次のイから

へまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状通路（その一端のみが道路に

接続したものをいう。）とすることができる。 

イ 道路から敷地までの延長（２以上の経路で道路に接続したもの（ただし、分岐

点から道路まで重複する経路がないものに限る。）にあっては、分岐点からの延長

をいう。（以下同じ。））が 35ｍ以下の場合。（ただし、幅員６ｍ未満の袋路状道路

に接続する場合は、その袋路状となる道路の部分を含めた延長が 35ｍ以下のもの

に限る。） 

ロ 幅員が 2.7ｍ以上かつ延長が 40ｍ以下の場合。（ただし、幅員６ｍ未満の袋路状

道路に接続する場合は、その袋路状となる道路の部分を含めた延長が 40ｍ以下の

ものに限る。） 

ハ 幅員が４ｍ以上かつ延長が 70ｍ以下の場合。（ただし、幅員６ｍ未満の袋路状

道路に接続する場合は、その袋路状となる道路の部分を含めた延長が 70ｍ以下の

ものに限る。） 

ニ 幅員が６ｍ以上の場合。 

ホ 終端が公園、広場、河川敷、堤防等将来にわたり避難及び通行の安全上支障を

きたすおそれがない空地に接続している場合。 

へ おおむね 35ｍごとに自動車の転回広場を設ける等、通路等の状況を勘案して交

通上、防火上、安全上及び衛生上支障がないと認められる場合。 

 

（建築物の敷地、用途、構造等） 

第５条 建築物の敷地、用途、構造等は、次の各号（当該建築物の敷地が幅員４ｍ以上

の通路等に接し、かつ、交通上支障とならない場合にあっては、第２号から第４号ま

でを除く。）に定めるところによらなければならない。 

⑴  建築物の敷地面積（通路等に係る部分の面積は算入しないものとする。以下同

じ。）は 60㎡以上とすること｡ただし、次のイからハまでのいずれかに該当する場

合は、この限りでない。 

イ 建築物を建替える場合であって、建築物の敷地を従前の建築物の敷地と同一と

する場合。 

ロ 長屋、共同住宅を建替える場合で、住戸数が増加しないもの。（ただし、第９条

に規定する開発行為を行う場合を除く。） 

ハ 敷地を２分割する場合で、各敷地が 54㎡以上の場合。 

⑵ 建築物の用途は、一戸建ての住宅、兼用住宅又は建替えによる従前の建築物と同

一の用途であること｡ 

⑶ 地階を除く階数が３以下であること。 

⑷ 法第 53 条第３項第１号イに規定する耐火建築物等又は同号ロに規定する準耐火

建築物等であること。なお、建築物内部の壁及び天井の仕上げは不燃材料又は準不



燃材料とすること。 

⑸ 法第 53条第１項第２号の規定により建築物の建蔽率の限度が 10分の８とされて

いる地域内の建築物については、建築物の先端部分から通路等と反対側の敷地境界

線までの水平距離が 0.5ｍ以上であること。 

⑹ 建築物の敷地と通路等の境界線は、側溝、縁石、塀等により明確にされているこ

と。 

 

（容積率） 

第６条 建築物の敷地が通路等に接する場合における建築物の容積率は、次の各号に掲

げる場合に応じて、当該各号に定めるところによらなければならない。 

⑴ 通路等の幅員が４ｍ未満の場合（次号に掲げる場合を除く。） 建築物が幅員４ｍ

の前面道路に面しているものとみなした場合に、法第 52 条第２項の規定に適合す

るものであること。 

⑵ 通路等の幅員が４ｍ未満の場合であって、建築物が第１種住居地域、第２種住居

地域及び準住居地域のうち風致地区以外の区域内にある場合 建築物が面する通

路等（道路から敷地までの部分に限る。）の最小幅員を前面道路の幅員とみなした場

合に、法第 52条第２項の規定に適合するものであること。ただし、同項の規定によ

り算出した値が 10分の 16未満となる場合、容積率の限度は 10分の 16とする。 

⑶ 通路等の幅員が４ｍ以上の場合 建築物が面する通路等を前面道路とみなした

場合に、法第 52条第２項の規定に適合するものであること。 

 

（建築物の各部分の高さ） 

第７条 建築物の敷地が通路等に接する場合における建築物の各部分の高さは、次の各

号に定めるところによらなければならない。 

⑴ 通路等の幅員が４ｍ未満の場合にあっては、幅員４ｍの前面道路に面しているも

のとみなした場合に、法第 56条の規定に適合するものであること。 

⑵ 通路等の幅員が４ｍ以上の場合にあっては、当該通路等を前面道路とみなした場

合に、法第 56条の規定に適合するものであること。 

 

（敷地と通路等の境界線） 

第８条 通路等の幅員が４ｍ未満の場合にあっては、当該通路等の中心線からの水平距

離２ｍの線をその通路等の境界線とみなす。ただし、当該通路等がその中心線からの

水平距離２ｍ未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するもの、又は法第 43条

の規定に適合する他の敷地に沿う場合においては、当該がけ地等の通路等の側の境界

線及びその境界線から通路等の側に水平距離４ｍの線をその通路等の境界線とみな

す。 

 

（開発行為を行う場合の通路等） 



第９条 通路等に接する 200 ㎡以上の土地において、開発行為を行う場合にあっては、

当該通路等の幅員は４ｍ以上でなければならない。 

 

（関係権利者の承諾） 

第 10条 建築主は、空地等を確保することについて関係権利者（公共用空地及び公共用

通路にあってはその管理者、その他通路にあっては当該通路の敷地となる土地の所有

者又は借地権を有する者をいう。）の承諾を得なければならない。 

 

３．手続き 

「建築基準法第 43条第２項２号許可申請の手続き要領」に定めるところによる。 

 

附 則   この要綱は、平成 11 年５月１日から実施する。 

附 則   この要綱は、平成 16 年４月１日から実施する。 

附 則   この要綱は、平成 18年７月 14日から実施する。 

附 則   この要綱は、平成 21 年６月 1 日から実施する。 

附 則   この要綱は、令和元年５月 1 日から実施する。 

附 則   この要綱は、令和２年２月１日から実施する。 

附 則   この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 

 


